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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）  
原子炉施設保安規定の変更認可申請の補正について  

 
 

令和元年１０月１日付け令０１原機（大安）０２５をもって申請した国立研究開

発 法 人日本 原子力研究開発 機構大洗研究所（北地区）原子炉施 設保安規定の変更認

可申請書を別紙のと おり補正します。  

 

 



別紙 
 

原子炉施設保安規定の変更（補正） 
 
 

令和元年１０月１日付け令０１原機（大安）０２５をもって申請した国立研究開発 法 人日

本 原子力研究開発 機構大洗研究所（北地区）原子炉施 設保安規定の変更認可申請書を、次の

とおり補正する。補正の内容の詳細を別添に示す。 
 
１．補正の内容 

 第５編別表第２４（原子炉停止中の本体施設等の巡視及び点検）について、「倒壊し

た冷却塔のがれき等の撤去の状況に応じた保安のための巡視及び点検を行う。」を「二

次冷却系統の冷却塔については、倒壊した冷却塔周辺のがれき等の撤去状態及び倒壊し

た冷却塔の解体・撤去状態における保安のための巡視及び点検を行う。」に補正する。 
 

２．補正の理由 

二次冷却系統の冷却塔倒壊に伴う、冷却塔の保安のための巡視及び点検を明確にする

ため。 

 

３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日の翌日（休日を除く。）から施行する。 

 

                                    以上 



 

別 添    
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変更認可申請（令和元年10月1日申請） 補正後 備 考 

   第１編 総則 

第１条～第４１条 （変更なし） 

別表第１～別表第１０（２） （変更なし） 

別図 （変更なし） 

 

   第２編 放射線管理 

第１条～第４１条 （変更なし） 

別表第１～別表第１５ （変更なし） 

別図第 1（その１）～別図第２ （変更なし） 

別記様式第１～別記様式第４ （変更なし） 

 

   第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第１条～第１４条の２ （変更なし） 

別表第１～別表第１０ （変更なし） 

 

   第４編 共用施設 

第１条～第２３条 （変更なし） 

別表第１～別表第８ （変更なし） 

別図第１～別図第２（その２） （変更なし） 

 

 

   第５編 ＪＭＴＲの管理 

第１条～第２９条 （変更なし） 

 

     第４節 運転 

 （運転開始前の措置） 

第３０条 原子炉の運転を開始しようとする場合は、原子炉課長は本体施設等について、照

射課長は照射設備について、別表第１７に掲げる設備等が正常な状態であることを確認す

る。なお、二次冷却系統の冷却塔倒壊のため、原子炉の運転は行わない。 

２ 原子炉課長及び照射課長は、同一運転サイクル内において計画停止した原子炉の運転を

再開しようとする場合は、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認

する。 

３ 照射課長は、前２項の確認の結果を原子炉課長に通報する。ただし、低出力運転の場合

にあっては、この限りでない。 

 

 

第３１条～第７３条 （変更なし） 

 

別表第１～別表第１２ （変更なし） 

 

 

 

 

 

   第１編 総則 

第１条～第４１条 （変更なし） 

別表第１～別表第１０（２） （変更なし） 

別図 （変更なし） 

 

   第２編 放射線管理 

第１条～第４１条 （変更なし） 

別表第１～別表第１５ （変更なし） 

別図第 1（その１）～別図第２ （変更なし） 

別記様式第１～別記様式第４ （変更なし） 

 

   第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第１条～第１４条の２ （変更なし） 

別表第１～別表第１０ （変更なし） 

 

   第４編 共用施設 

第１条～第２３条 （変更なし） 

別表第１～別表第８ （変更なし） 

別図第１～別図第２（その２） （変更なし） 

 

 

   第５編 ＪＭＴＲの管理 

第１条～第２９条 （変更なし） 

 

     第４節 運転 

 （運転開始前の措置） 

第３０条 原子炉の運転を開始しようとする場合は、原子炉課長は本体施設等について、照

射課長は照射設備について、別表第１７に掲げる設備等が正常な状態であることを確認す

る。なお、二次冷却系統の冷却塔倒壊のため、原子炉の運転は行わない。 

２ 原子炉課長及び照射課長は、同一運転サイクル内において計画停止した原子炉の運転を

再開しようとする場合は、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認

する。 

３ 照射課長は、前２項の確認の結果を原子炉課長に通報する。ただし、低出力運転の場合

にあっては、この限りでない。 

 

 

第３１条～第７３条 （変更なし） 

 

別表第１～別表第１２ （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次冷却系統の冷却塔倒壊に

伴い、原子炉の運転開始前の

措置として正常状態が確認で

きないことから、原子炉の運

転は行わないことを追加 
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変更認可申請（令和元年10月1日申請） 補正後 備 考 
別表第１３ 本体施設等の警報装置の作動条件（第２５条関係） 

設
備
及
び
装
置 

項目 
 
 

作動条件 
 
 

除外の条件 
 
 

 

プ
ロ
セ
ス
計
装 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉出入口温度差
大 
 

(1) 一次冷却水の原子炉出入口の温度差が９
℃以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

原子炉入口流量低下 
 

(2) 原子炉入口流量が５６００ｍ３／ｈ以下
になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

原子炉入口圧力異常 
 
 

(3) 原子炉入口圧力が１．５７ＭＰａ{16kg/
cm２}以上又は１．３７ＭＰａ{14kg/cm２}以
下になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

炉心出入口圧力差異
常 
 

(4) 炉心差圧が３５３ｋＰａ{3.6kg/cm２}以
上又は２４５ｋＰａ{2.5kg/cm２}以下になっ
たとき。 

低出力運転を行う場合 
 

原子炉出口圧力異常 
 
 

(5) 一次冷却水の原子炉出口圧力が１．１０
ＭＰａ{11.2kg/cm２}以下又は１．１６ＭＰ
ａ{11.8kg/cm２}以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

原子炉入口温度高 
 

(6) 一次冷却水の入口温度が４９℃以上にな
ったとき。 

低出力運転を行う場合
又は温度係数を測定す
る場合 

原子炉出口温度高 
 

(7) 一次冷却水の出口温度が５８℃以上にな
ったとき。 

低出力運転を行う場合
又は温度係数を測定す
る場合 

熱出力大 
 

(8) 熱出力が定格出力の１．１倍以上になっ
たとき。 

低出力運転を行う場合 
 

圧力サージタンク圧
力異常 
 

(9) 圧力サージタンクの圧力が１．２７ＭＰ
ａ{13.0kg/cm２}以下又は１．４７ＭＰａ{15
.0kg/cm２}以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

圧力サージタンク水
位異常 

(10) 圧力サージタンクの液面が規定値より
１１００ｍｍ以上増減したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

緊急ポンプ出口流量
低下 

(11) 緊急ポンプの流量が３７０ｍ３／ｈ以下
になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

脱気タンク圧力異常 
 

(12) 脱気タンクの圧力が規定値より水柱で
１００ｍｍ以上増減したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

脱気タンク入口流量
異常 

(13) 脱気タンク入口流量が４５ｍ３／ｈ以下
又は５５ｍ３／ｈ以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

脱気タンク液面低下 
 

(14) 脱気タンク液面が規定値より６００ｍ
ｍ以上低下したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

充填ポンプ流量低下 
 

(15) 充填ポンプ出口流量が４５ｍ３／ｈ以下
又は５５ｍ３／ｈ以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

処理水タンク液面低
下 

(16) 処理水タンク液面が規定値より６００
ｍｍ以上低下したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

ポイズンタンク圧力
異常 

(17) ポイズンタンク圧力が２．９４ＭＰａ
{30kg/cm２}以上になったとき。 

― 
 

ポイズンタンク差圧
異常 
 

(18) ポイズンタンク差圧が０．９３ＭＰａ{
9.5kg/cm２}以下又は１．１３ＭＰａ{11.5kg
/cm２}以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

ポイズンタンク液面
異常 

(19) ポイズンタンク液面が１４７０ｍｍ以
下又は１５３０ｍｍ以上になったとき。 

― 
 

ポイズンタンク温度
低下 

(20) ポイズンタンク温度が１５℃以下にな
ったとき。 

― 
 

別表第１３ 本体施設等の警報装置の作動条件（第２５条関係） 
設
備
及
び
装
置 

項目 
 
 

作動条件 
 
 

除外の条件 
 
 

 

プ
ロ
セ
ス
計
装 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉出入口温度差
大 
 

(1) 一次冷却水の原子炉出入口の温度差が９
℃以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

原子炉入口流量低下 
 

(2) 原子炉入口流量が５６００ｍ３／ｈ以下
になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

原子炉入口圧力異常 
 
 

(3) 原子炉入口圧力が１．５７ＭＰａ{16kg/
cm２}以上又は１．３７ＭＰａ{14kg/cm２}以
下になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

炉心出入口圧力差異
常 
 

(4) 炉心差圧が３５３ｋＰａ{3.6kg/cm２}以
上又は２４５ｋＰａ{2.5kg/cm２}以下になっ
たとき。 

低出力運転を行う場合 
 

原子炉出口圧力異常 
 
 

(5) 一次冷却水の原子炉出口圧力が１．１０
ＭＰａ{11.2kg/cm２}以下又は１．１６ＭＰ
ａ{11.8kg/cm２}以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

原子炉入口温度高 
 

(6) 一次冷却水の入口温度が４９℃以上にな
ったとき。 

低出力運転を行う場合
又は温度係数を測定す
る場合 

原子炉出口温度高 
 

(7) 一次冷却水の出口温度が５８℃以上にな
ったとき。 

低出力運転を行う場合
又は温度係数を測定す
る場合 

熱出力大 
 

(8) 熱出力が定格出力の１．１倍以上になっ
たとき。 

低出力運転を行う場合 
 

圧力サージタンク圧
力異常 
 

(9) 圧力サージタンクの圧力が１．２７ＭＰ
ａ{13.0kg/cm２}以下又は１．４７ＭＰａ{15
.0kg/cm２}以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

圧力サージタンク水
位異常 

(10) 圧力サージタンクの液面が規定値より
１１００ｍｍ以上増減したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

緊急ポンプ出口流量
低下 

(11) 緊急ポンプの流量が３７０ｍ３／ｈ以下
になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

脱気タンク圧力異常 
 

(12) 脱気タンクの圧力が規定値より水柱で
１００ｍｍ以上増減したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

脱気タンク入口流量
異常 

(13) 脱気タンク入口流量が４５ｍ３／ｈ以下
又は５５ｍ３／ｈ以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

脱気タンク液面低下 
 

(14) 脱気タンク液面が規定値より６００ｍ
ｍ以上低下したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

充填ポンプ流量低下 
 

(15) 充填ポンプ出口流量が４５ｍ３／ｈ以下
又は５５ｍ３／ｈ以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 

処理水タンク液面低
下 

(16) 処理水タンク液面が規定値より６００
ｍｍ以上低下したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

ポイズンタンク圧力
異常 

(17) ポイズンタンク圧力が２．９４ＭＰａ
{30kg/cm２}以上になったとき。 

― 
 

ポイズンタンク差圧
異常 
 

(18) ポイズンタンク差圧が０．９３ＭＰａ{
9.5kg/cm２}以下又は１．１３ＭＰａ{11.5kg
/cm２}以上になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

ポイズンタンク液面
異常 

(19) ポイズンタンク液面が１４７０ｍｍ以
下又は１５３０ｍｍ以上になったとき。 

― 
 

ポイズンタンク温度
低下 

(20) ポイズンタンク温度が１５℃以下にな
ったとき。 

― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更なし） （変更なし） 
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変更認可申請（令和元年10月1日申請） 補正後 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バックアップ電源異
常 

(21) バックアップスクラム装置の電源電圧
が８２．５Ｖ以下になったとき。 

― 
 

炉プール水位低下 
 

(22) 炉プール液面が基準水位より５０ｍｍ
以上低下したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

№１カナル液面低下 
№２カナル液面低下 
ＳＦＣプール液面低
下 

(23) カナル及びＳＦＣプールの液面が基準
水位より５０ｍｍ以上低下したとき。 

 

― 
 
 

充填ポンプ停止 
 
 

(24) 調節系圧力設定値に対する原子炉入口
圧力が２６５ｋＰａ{2.7kg/cm２}以上又は４
９０ｋＰａ{5.0kg/cm２}以下になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

逃がし弁作動 (25) 主配管逃がし弁が作動したとき。 ― 
一次冷却水モニタ（
１）高 
一次冷却水モニタ（
２）高 

(26) 一次冷却水モニタの指示値がバックグ
ラウンドの２倍以上になったとき。 

 
 

― 
 
 
 

脱気ガスモニタ高 
 

(27) 脱気ガスモニタの指示値がバックグラ
ウンドの２倍以上になったとき。 

― 
 

二次冷却水モニタ異
常 
 

(28) 二次冷却水モニタの指示値がバックグ
ラウンドの３倍以上になったとき。 

二次冷却系統の冷却塔
倒壊事象に対する対応
措置により二次冷却系
配管内の水抜きを実施
した場合 
 

 

 
 
別表第１４～別表第２０ （変更なし） 
 
 
別表第２１ 本体施設等の施設定期自主検査（第３６条第１項第４号関係） 

施設 系統又は設備 装置又は機器 検査項目  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特定施
設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二次冷却系統＊ 
 
 
 
 
 

循環ポンプ 作動検査 
冷却塔 外観検査 
主要弁 作動検査 

主配管 外観検査 
補助ポンプ 作動検査 
循環ポンプ、補助ポンプ配電盤 絶縁抵抗検査 

排
気
設
備 
 
 

排気筒 外観検査 
主ダクト 外観検査 
非常用排気設
備 
 
 
 

排風機 作動検査 

フィルタバンク 捕集効率検査 
主要弁 作動検査 
配電盤 絶縁抵抗検査 

非常用電源設備 
 
 
 

ディーゼル発電機 
 
 

絶縁抵抗検査 
負荷検査 
発電機切換検査 

蓄電池 機能検査 
 
 
 
 
 

電源系統 
 

受配電盤（主循環ポンプ配電盤に関連する受
配電盤） 

絶縁抵抗検査 
開閉器作動検査 

空気系統（非常用
排気設備及び燃料
破損検出系の関連

空気圧縮機 作動検査 
主配管 漏えい検査 

配電盤 絶縁抵抗検査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バックアップ電源異
常 

(21) バックアップスクラム装置の電源電圧
が８２．５Ｖ以下になったとき。 

― 
 

炉プール水位低下 
 

(22) 炉プール液面が基準水位より５０ｍｍ
以上低下したとき。 

低出力運転を行う場合 
 

№１カナル液面低下 
№２カナル液面低下 
ＳＦＣプール液面低
下 

(23) カナル及びＳＦＣプールの液面が基準
水位より５０ｍｍ以上低下したとき。 

 

― 
 
 

充填ポンプ停止 
 
 

(24) 調節系圧力設定値に対する原子炉入口
圧力が２６５ｋＰａ{2.7kg/cm２}以上又は４
９０ｋＰａ{5.0kg/cm２}以下になったとき。 

低出力運転を行う場合 
 
 

逃がし弁作動 (25) 主配管逃がし弁が作動したとき。 ― 
一次冷却水モニタ（
１）高 
一次冷却水モニタ（
２）高 

(26) 一次冷却水モニタの指示値がバックグ
ラウンドの２倍以上になったとき。 

 
 

― 
 
 
 

脱気ガスモニタ高 
 

(27) 脱気ガスモニタの指示値がバックグラ
ウンドの２倍以上になったとき。 

― 
 

二次冷却水モニタ異
常 
 

(28) 二次冷却水モニタの指示値がバックグ
ラウンドの３倍以上になったとき。 

二次冷却系統の冷却塔
倒壊事象に対する対応
措置により二次冷却系
配管内の水抜きを実施
した場合 
 

 

 
 
別表第１４～別表第２０ （変更なし） 
 
 
別表第２１ 本体施設等の施設定期自主検査（第３６条第１項第４号関係） 

施設 系統又は設備 装置又は機器 検査項目  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特定施
設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二次冷却系統＊ 
 
 
 
 
 

循環ポンプ 作動検査 
冷却塔 外観検査 
主要弁 作動検査 

主配管 外観検査 
補助ポンプ 作動検査 
循環ポンプ、補助ポンプ配電盤 絶縁抵抗検査 

排
気
設
備 
 
 

排気筒 外観検査 
主ダクト 外観検査 
非常用排気設
備 
 
 
 

排風機 作動検査 

フィルタバンク 捕集効率検査 
主要弁 作動検査 
配電盤 絶縁抵抗検査 

非常用電源設備 
 
 
 

ディーゼル発電機 
 
 

絶縁抵抗検査 
負荷検査 
発電機切換検査 

蓄電池 機能検査 
 
 
 
 
 

電源系統 
 

受配電盤（主循環ポンプ配電盤に関連する受
配電盤） 

絶縁抵抗検査 
開閉器作動検査 

空気系統（非常用
排気設備及び燃料
破損検出系の関連

空気圧縮機 作動検査 
主配管 漏えい検査 

配電盤 絶縁抵抗検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次冷却系統の冷却塔倒壊に

伴う対応措置として、二次冷

却系配管内の水抜きを実施し

た場合の除外の条件を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更なし） 

（変更なし） 

（変更なし） 

（変更なし） 
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変更認可申請（令和元年10月1日申請） 補正後 備 考 
系）  

＊：二次冷却系統の冷却塔倒壊のため、二次冷却系統の運転が行えないことから除外する。 
 
 

 

別表第２２～別表第２３ （変更なし） 
 
 
別表第２４ 原子炉停止中の本体施設等の巡視及び点検（第４０条関係） 

施設等 系統及び設備 勤務日 休日等  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉冷却系統施設 
 
 
 

一次冷却系統 ◎ ○ 

二次冷却系統 ◎＊ ―＊ 
プールカナル循環系統 ◎ ― 
ＵＣＬ系統 ◎ ◎ 

制御材駆動設備等 
 
 

計装設備 ◎ ― 
制御設備 ◎ ○ 
バックアップスクラム
装置 

◎ ― 

電源、給排水及び給排気施
設等 
 
 
 
 
 
 

電源系統 ◎ ◎ 
排水系統 ◎ ○ 

タンクヤード ◎ ◎ 
純水系統 ◎ ◎ 
給排気系統 ◎ ◎ 

空気系統 ◎ ◎ 
Ｎ２ガス系統 ◎ ― 

◎：巡視及び点検を行う。  ○：点検を行う。 ―：巡視及び点検を行わない。 

＊：倒壊した冷却塔のがれき等の撤去の状況に応じた保安のための巡視及び点検を行う。 

 

 

  
 
別表第２５～別表第３０ （変更なし） 

 

別図第１～別図第２（その１３） （変更なし） 

 

 

   第６編 ＨＴＴＲの管理 

第１条～第６９条 （変更なし） 

別表第１～別表第２４ （変更なし） 

別図第１～別図第２（その６） （変更なし） 

 

 

附 則 

この規定は、原子力規制委員会の認可日の翌日（休日を除く。）から施行する。 

 

 

 

系）  

＊：二次冷却系統の冷却塔倒壊のため、二次冷却系統の運転が行えないことから除外する。 
 
 

 

別表第２２～別表第２３ （変更なし） 
 
 
別表第２４ 原子炉停止中の本体施設等の巡視及び点検（第４０条関係） 

施設等 系統及び設備 勤務日 休日等  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉冷却系統施設 
 
 
 

一次冷却系統 ◎ ○ 

二次冷却系統 ◎＊ ―＊ 
プールカナル循環系統 ◎ ― 
ＵＣＬ系統 ◎ ◎ 

制御材駆動設備等 
 
 

計装設備 ◎ ― 
制御設備 ◎ ○ 
バックアップスクラム
装置 

◎ ― 

電源、給排水及び給排気施
設等 
 
 
 
 
 
 

電源系統 ◎ ◎ 
排水系統 ◎ ○ 

タンクヤード ◎ ◎ 
純水系統 ◎ ◎ 
給排気系統 ◎ ◎ 

空気系統 ◎ ◎ 
Ｎ２ガス系統 ◎ ― 

◎：巡視及び点検を行う。  ○：点検を行う。 ―：巡視及び点検を行わない。 

＊：二次冷却系統の冷却塔については、倒壊した冷却塔周辺のがれき等の撤去状態及び倒壊

した冷却塔の解体・撤去状態における保安のための巡視及び点検を行う。 

 

 

  
別表第２５～別表第３０ （変更なし） 

 

別図第１～別図第２（その１３） （変更なし） 

 

 

   第６編 ＨＴＴＲの管理 

第１条～第６９条 （変更なし） 

別表第１～別表第２４ （変更なし） 

別図第１～別図第２（その６） （変更なし） 

 

 

附 則 

この規定は、原子力規制委員会の認可日の翌日（休日を除く。）から施行する。 

 

 

 

 

二次冷却系統の冷却塔倒壊に

伴い、二次冷却系統の運転が

行えないことから、検査を除

外することを追加 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

二次冷却系統の冷却塔倒壊に

伴う、冷却塔の保安のための

巡視及び点検を行うことを追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則の追加 

 

 

 


